
 

                       平成１９年９月１８日 

                                                   社団法人 金融先物取引業協会 

 

 

                        

                           外務員の処分について 

 

 本協会は、本日、本協会の会員に所属する外務員に対し、金融先物取引法（以下「法」と

いう。）第９９条及び外務員の登録等に関する規則第１１条第１項に基づき、下記のとおり処

分を行いました。 

 

記 

 

Ⅰ エース交易株式会社 

 

１．処分対象外務員が所属する会員名 

エース交易株式会社 

 

２．処分対象外務員の役職名（当時） 

大阪外国為替部部長Ａ 

   同   営業員Ｂ 

   同   営業員Ｃ 

   同   営業員Ｄ 

   同   営業員Ｅ 

   同   営業員Ｆ 

   同   営業員Ｇ 

本店第一外国為替部部長Ｈ 

    同    営業員Ｉ 

    同    営業員Ｊ 

本店第二外国為替部営業員Ｋ 

    同    営業員Ｌ 

    同    営業員Ｍ 

 

３．法令等違反行為の概要 

外務員（大阪外国為替部部長）及び外務員（本店第一外国為替部部長）は、同人等が所掌

する同部営業員に対し、受託契約等の締結の勧誘を要請していない一般顧客に対する受託

契約等の締結の勧誘を指示していた。 

それを受け、外務員８名（大阪外国為替部営業員６名及び本店第一外国為替部営業員２名）

が、受託契約等の締結の勧誘を要請していない一般顧客に対して受託契約等の締結の勧



誘を行った。 

また、外務員３名（本店第二外国為替部営業員）は、受託契約等の締結の勧誘を要請して

いない一般顧客に対して受託契約等の締結の勧誘を行った。 

加えて、これら外務員のうち３名（大阪外国為替部営業員１名及び本店第一外国為替部営業

員２名）が、受託契約等の締結の勧誘を要請していない一般顧客に対して受託契約等の締

結の勧誘を行うとともに、受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が受託契約等を締結しな

い旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続していた。 

これらの行為は、法第７６条、金融先物取引業務に従事する従業員等の服務に関する規則

第４条、金融先物取引業務取扱規則第３条及び同第４条に違反するものであり、当該外務員は

法第９９条第２号に該当すると認められること。 

 

４．処分内容 

大阪外国為替部部長Ａ    ：外務員の職務停止６週間 

   同   営業員Ｂ   ：    同    ３週間 

   同   営業員Ｃ   ：    同    ３週間 

   同   営業員Ｄ   ：    同    ３週間 

   同   営業員Ｅ   ：    同    ３週間 

   同   営業員Ｆ   ：    同    ５週間 

   同   営業員Ｇ   ：    同    ３週間 

本店第一外国為替部部長Ｈ  ：    同    ６週間 

    同    営業員Ｉ ：    同    ５週間 

    同    営業員Ｊ ：    同    ５週間 

本店第二外国為替部営業員Ｋ ：    同    ３週間 

    同    営業員Ｌ ：    同    ３週間 

    同    営業員Ｍ ：    同    ３週間 

 

Ⅱ 朝日ユニバーサルＦＸ株式会社 

１．処分対象外務員が所属する会員名 

朝日ユニバーサルＦＸ株式会社 

 

２．処分対象外務員の役職名（当時） 

本店営業部理事部長 

本店営業部次長（現名古屋支店営業部次長） 

 

３．法令等違反行為の概要 

外務員（本店営業部理事部長）は、営業員に指示し、受託契約等の締結の勧誘を要

請していない一般顧客に対して受託契約等の締結の勧誘を行わせていた。 

また、外務員（現名古屋支店営業部次長）は、受託契約等の締結の勧誘を要請して

いない一般顧客に対して受託契約等の締結の勧誘を行った。 

これらの行為は、法第７６条、金融先物取引業務に従事する従業員等の服務に関する規



則第４条、金融先物取引業務取扱規則第３条及び同第４条に違反するものであり、当該外

務員は法第９９条第２号に該当すると認められること。 

 

４．処分内容 

本店営業部理事部長 ：外務員の職務停止６週間 

本店営業部次長   ：    同    ６週間 

（現名古屋支店営業部次長） 

 
以   上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


